
(57)【要約】

【課題】

　従来の監視システムでは、人が近寄った場合や火を点

けようとしている場合などの人の行動によって、異なる

威嚇方法で威嚇できないという課題があった。

【解決手段】

　監視対象の状態を感知するセンサと、監視対象を撮影

するカメラと、前記センサからの信号を基に前記カメラ

を起動させる信号を出力すると共に、監視対象の警戒レ

ベルを判定する警戒レベル判定手段と、ユーザ端末に前

記カメラで撮像した画像を送信すると共にユーザ端末か

らの威嚇実行指令を受け付ける送受信手段と、ユーザ端

末において前記カメラ画像を表示する表示手段と、前記

監視対象場所に威嚇信号を発信する威嚇信号発信手段と

、威嚇信号発信手段からの威嚇信号および前記警戒レベ

ル判定手段で判定した警戒レベルに基づいて威嚇方法を

決定する威嚇方法決定手段と、前記威嚇方法決定手段で

決定された威嚇方法に基づいて作動する威嚇手段が設定

されている。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 監 視 対 象 の 状 態 を 検 知 す る 状 態 検 知 手 段 と 、
　 前 記 状 態 検 知 手 段 の 信 号 を 入 力 し て 、 前 記 監 視 対 象 の 警 戒 レ ベ ル を 判 定 す る 警 戒 レ ベ ル
判 定 手 段 と 、
　 前 記 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 警 戒 レ ベ ル に 基 づ い て 、 威 嚇 方 法 を 判 定 す る 威 嚇
方 法 判 定 手 段 と 、
　 前 記 威 嚇 方 法 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 威 嚇 方 法 に 基 づ い て 、 威 嚇 を 行 う 威 嚇 手 段 と 、
を 備 え る 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 端 末 か ら の 威 嚇 信 号 に よ っ て 前 記 威 嚇 の 実 行 を 指 示 す る 監 視 シ ス テ
ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 端 末 か ら の 威 嚇 信 号 に よ っ て 前 記 威 嚇 方 法 を 変 更 で き る 監 視 シ ス テ
ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ２ ま た は 請 求 項 ３ に お い て 、 前 記 端 末 は 、 警 備 員 の 派 遣 指 示 を 出 力 す る 警 備 員 派
遣 依 頼 手 段 を 備 え る 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、
　 さ ら に 、 前 記 監 視 対 象 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 を 備 え 、
　 前 記 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 は 、 前 記 状 態 検 知 手 段 の 信 号 を 入 力 し て 、 前 記 撮 像 手 段 を 起 動
し 、
　 前 記 威 嚇 方 法 判 定 手 段 は 、 前 記 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 で 判 定 さ れ た 警 戒 レ ベ ル と 、 端 末 か
ら の 威 嚇 信 号 と に 基 づ い て 、 前 記 威 嚇 方 法 を 判 定 し 、
　 さ ら に 、 前 記 撮 像 手 段 の 画 像 を 前 記 端 末 へ 送 信 す る と 共 に 、 前 記 端 末 か ら 前 記 威 嚇 信 号
を 受 信 す る 通 信 手 段 を 備 え る 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ５ に お い て 、 前 記 端 末 か ら の 前 記 威 嚇 信 号 に よ っ て 前 記 威 嚇 の 実 行 を 指 示 す る 監
視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ５ に お い て 、 前 記 端 末 か ら の 前 記 威 嚇 信 号 に よ っ て 前 記 威 嚇 方 法 を 変 更 で き る 監
視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ６ ま た は 請 求 項 ７ に お い て 、 前 記 端 末 は 、 警 備 員 の 派 遣 指 示 を 出 力 す る 警 備 員 派
遣 依 頼 手 段 を 備 え る 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ５ 乃 至 ８ の い ず れ か １ 項 に お い て 、 前 記 端 末 は 、 前 記 撮 像 手 段 の 前 記 画 像 を 表 示
す る 表 示 手 段 を 備 え る 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 ５ に お い て 、
　 前 記 威 嚇 を 指 示 す る 威 嚇 信 号 発 信 手 段 を 有 す る 監 視 セ ン タ と 、
　 前 記 端 末 か ら の 応 答 が あ る か を 確 認 す る ユ ー ザ 応 答 確 認 手 段 と 前 記 撮 像 手 段 で 得 ら れ た
画 像 の 送 信 先 を 変 更 す る 送 信 先 変 更 手 段 と 、
を 備 え 、
　 前 記 端 末 か ら の 応 答 が 無 い 場 合 は 、 前 記 撮 像 手 段 で 得 ら れ た 画 像 の 送 信 先 を 前 記 端 末 か
ら 前 記 監 視 セ ン タ ヘ 変 更 し て 、 前 記 監 視 セ ン タ に お け る 前 記 威 嚇 信 号 発 信 手 段 に よ っ て 威
嚇 の 指 示 を 出 力 す る 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 ８ に お い て 、
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　 前 記 威 嚇 を 指 示 す る 威 嚇 信 号 発 信 手 段 と 警 備 員 の 派 遣 指 示 を 依 頼 す る 警 備 員 派 遣 依 頼 手
段 と を 有 す る 監 視 セ ン タ と 、
　 前 記 端 末 か ら の 応 答 が あ る か を 確 認 す る ユ ー ザ 応 答 確 認 手 段 と 前 記 撮 像 手 段 で 得 ら れ た
画 像 の 送 信 先 を 変 更 す る 送 信 先 変 更 手 段 と 、
を 備 え 、
　 前 記 端 末 か ら の 応 答 が 無 い 場 合 は 、 前 記 撮 像 手 段 で 得 ら れ た 画 像 の 送 信 先 を 前 記 端 末 か
ら 前 記 監 視 セ ン タ ヘ 変 更 し て 、 前 記 監 視 セ ン タ に お け る 前 記 威 嚇 信 号 発 信 手 段 に よ っ て 威
嚇 の 指 示 を 出 力 し 、 ま た は 前 記 警 備 員 派 遣 依 頼 手 段 に よ っ て 警 備 員 の 派 遣 の 指 示 を 出 力 す
る 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ ０ ま た は 請 求 項 １ １ に お い て 、 前 記 威 嚇 信 号 発 信 手 段 に よ る 威 嚇 の 指 示 に よ っ
て 、 前 記 威 嚇 を 実 行 す る 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 １ ０ ま た は 請 求 項 １ １ に お い て 、 前 記 威 嚇 信 号 発 信 手 段 に よ る 威 嚇 の 指 示 に よ っ
て 、 前 記 威 嚇 方 法 を 変 更 す る 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 請 求 項 １ ０ 乃 至 １ ３ の い ず れ か １ 項 に お い て 、 前 記 監 視 シ ス テ ム は 、 前 記 撮 像 手 段 で 得
ら れ た 画 像 を 表 示 す る 表 示 手 段 を 備 え る 監 視 シ ス テ ム 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 遠 隔 地 の 建 物 ， 敷 地 あ る い は 室 内 等 を 監 視 や 警 備 し 、 不 法 侵 入 や 火 災 そ の 他
の 異 常 事 態 を 未 然 防 止 す る 監 視 シ ス テ ム に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 監 視 シ ス テ ム と し て は 、 例 え ば 、 監 視 場 所 に 設 置 さ れ た 人 感 セ ン サ や 振 動 セ ン サ
等 の セ ン サ を 監 視 対 象 に 設 置 し 、 セ ン サ が 監 視 対 象 の 異 常 を 感 知 す る と 、 監 視 カ メ ラ が 作
動 し 、 監 視 員 が 常 駐 す る 監 視 セ ン タ に 異 常 信 号 や 映 像 等 を 送 信 し て 、 監 視 員 が 警 備 員 に 連
絡 し て 、 警 備 員 を 出 動 さ せ る な ど の 処 置 を と っ て い た 。 そ の 際 、 警 備 員 が 監 視 場 所 に 到 着
す る ま で に 、 積 極 的 に 侵 入 者 を 退 散 さ せ 、 被 害 を 少 な く す る た め に 、 監 視 対 象 の 映 像 を 確
認 し て 監 視 員 が 威 嚇 を 指 示 す る 技 術 が 知 ら れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 。 ） 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ ０ － ２ ８ ９ ３ ８ ９ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 従 来 技 術 で は 、 画 一 的 な 威 嚇 手 段 で し か 威 嚇 で き ず 、 監 視 対 象 の 状 況 や
監 視 対 象 内 に お い て 、 人 が 近 寄 っ た 場 合 や 火 を 点 け よ う と し て い る 場 合 な ど の 人 の 行 動 に
よ っ て 、 異 な る 威 嚇 方 法 で 威 嚇 で き な い と い う 課 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 ま た 、 子 供 の 悪 戯 や 悪 意 あ る 第 三 者 に よ る 端 末 の 操 作 に よ っ て 、 威 嚇 す べ き 状 況 で な い
場 合 に 威 嚇 す る こ と に よ り 、 近 隣 住 民 に 迷 惑 を 掛 け て し ま う と い う 課 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 さ ら に 、 監 視 対 象 付 近 で の 子 供 の 遊 び に よ る 悪 戯 の 場 合 で も 、 警 備 員 を 派 遣 し て 対 応 せ
ざ る を 得 な い と い う 課 題 が あ っ た 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 に よ る 監 視 シ ス テ ム に お い て は 、 警 戒 レ ベ ル 判 定 手
段 が 、 監 視 対 象 の 状 態 を 感 知 す る 状 態 検 知 手 段 （ 例 え ば セ ン サ ） か ら の 信 号 を 基 に 監 視 対
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象 の 警 戒 レ ベ ル を 判 定 す る 。 さ ら に 、 判 定 し た 警 戒 レ ベ ル に 基 づ い て 、 威 嚇 方 法 決 定 手 段
が 威 嚇 方 法 を 決 定 し 、 決 定 さ れ た 威 嚇 方 法 に 基 づ い て 威 嚇 手 段 が 作 動 す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 な お 、 さ ら に 、 監 視 対 象 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 （ 例 え ば カ メ ラ ） を 備 え 、 状 態 検 知 手 段 の
信 号 を 入 力 し た と き に 、 こ の 撮 像 手 段 が 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 に よ っ て 起 動 さ れ る よ う に し
て も よ い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 状 態 検 知 手 段 か ら の 検 出 結 果 に 応 じ て 、 監 視 対 象 の 警 戒 す べ き 警 戒 レ
ベ ル を 判 定 し て 、 こ の 警 戒 レ ベ ル に 基 づ い て 威 嚇 す る た め 、 監 視 対 象 の 状 況 に 応 じ て 異 な
る 威 嚇 方 法 で 威 嚇 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 あ る い は 、 警 戒 レ ベ ル を 設 け る こ と に よ り 、 子 供 の 悪 戯 に よ る ユ ー ザ 端 末 の 不 用 意 な 操
作 に 対 し て 、 威 嚇 す べ き 状 況 で な い 場 合 の 不 用 意 な 威 嚇 操 作 を 抑 止 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 以 下 本 発 明 の 実 施 例 に つ い て 、 図 面 に 基 づ い て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 図 １ は 本 発 明 の 実 施 例 に か か る 監 視 シ ス テ ム の ブ ロ ッ ク 構 成 図 で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 実 施 例 の 監 視 シ ス テ ム は 、 監 視 対 象 で あ る 建 物 や 敷 地 等 の 被 監 視 対 象 場 所 に 設 置 さ れ
る 監 視 装 置 １ と 、 被 監 視 対 象 の 状 況 を 把 握 す る た め の ユ ー ザ 端 末 ２ と か ら 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 監 視 装 置 １ は 、 監 視 対 象 の 状 態 を 感 知 す る セ ン サ ３ を 備 え る 。 セ ン サ ３ と し て は 、 人 間
の 動 き を 検 出 す る 人 感 セ ン サ ， 振 動 を 検 出 す る 衝 撃 セ ン サ や 火 災 を 検 出 す る 炎 セ ン サ な ど
が あ げ ら れ る 。 こ れ ら の セ ン サ ３ か ら の 信 号 は 、 監 視 装 置 の 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 ４ へ の 入
力 と な る 。 こ の 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 ４ は 、 不 審 者 の 侵 入 や 火 災 な ど の 異 常 状 態 時 に は 、 監
視 対 象 を 撮 像 す る カ メ ラ ５ を 起 動 さ せ る と 共 に 、 監 視 対 象 の 警 戒 の 度 合 い を 示 す 警 戒 レ ベ
ル を 判 定 す る 。 送 受 信 部 ６ は 、 ユ ー ザ 端 末 ２ へ の カ メ ラ 画 像 の 送 信 お よ び ユ ー ザ 端 末 ２ か
ら の 威 嚇 信 号 を 受 信 す る 。 威 嚇 方 法 判 定 手 段 ７ は 、 後 述 す る ユ ー ザ 端 末 ２ か ら の 威 嚇 信 号
お よ び 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 ４ で 判 定 さ れ た 警 戒 レ ベ ル に 基 づ い て 、 威 嚇 方 法 を 決 定 す る 。
威 嚇 手 段 ８ は 、 威 嚇 方 法 判 定 手 段 ７ で 決 定 さ れ た 威 嚇 方 法 に 基 づ い て 威 嚇 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 一 方 、 被 監 視 対 象 の 状 況 を 監 視 す る ユ ー ザ 端 末 ２ に は 、 被 監 視 対 象 か ら 送 ら れ る カ メ ラ
５ の 画 像 を 受 信 す る コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ と 、 カ メ ラ ５ の 画 像 を 表 示 す る 表 示 手 段 １ ０
と 、 ユ ー ザ が 威 嚇 す る か ど う か を 入 力 す る 威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ と か ら 構 成 さ れ る 。 具 体
的 に は 、 こ の ユ ー ザ 端 末 ２ は 、 携 帯 電 話 ， Ｐ Ｄ Ａ あ る い は パ ソ コ ン 等 の い ず れ の 端 末 で あ
っ て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 な お 、 監 視 装 置 １ と 、 ユ ー ザ 端 末 ２ と の 間 は 通 信 回 路 を 介 し て 接 続 さ れ る が 、 こ の 通 信
回 路 は 、 例 え ば 電 話 回 線 や Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ 回 線 等 の 公 衆 回 線 を 利 用 し て も 良 い し 、 あ る い は LAN
そ の 他 の 構 内 あ る い は 敷 地 内 の 私 設 ネ ッ ト ワ ー ク 回 線 で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 上 記 監 視 シ ス テ ム の 全 体 の 動 作 を 図 ２ の デ ー タ フ ロ ー を 用 い て 説 明 す る 。 ま ず 、 は じ め
に ス テ ッ プ Ｓ ２ １ で 各 セ ン サ ３ か ら の セ ン サ 信 号 に 基 づ い て 、 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 ４ が 監
視 対 象 の 警 戒 レ ベ ル を 判 定 す る 。 次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ２ で は 、 カ メ ラ ５ が 監 視 対 象 の 画 像 を
撮 像 し て 、 送 受 信 部 ６ に よ り 、 ユ ー ザ 端 末 ２ に カ メ ラ ５ の 画 像 を 送 信 す る 。 そ し て 、 ス テ
ッ プ Ｓ ２ ３ で は 、 ユ ー ザ 端 末 ２ の コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ が カ メ ラ 画 像 を 受 信 し 、 表 示 手
段 １ ０ に 表 示 指 令 を 出 力 す る こ と で 、 ユ ー ザ 端 末 ２ の 画 面 に カ メ ラ 画 像 を 表 示 す る 。 ス テ
ッ プ Ｓ ２ ４ で は 、 コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ は 、 威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ か ら 、 ユ ー ザ が 威 嚇
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を 行 う か ど う か の 威 嚇 信 号 を 受 け 取 る 。 も し 、 ユ ー ザ が 威 嚇 を 指 示 す る 場 合 は ス テ ッ プ
Ｓ ２ ５ に 進 み 、 監 視 装 置 １ の 威 嚇 方 法 判 定 手 段 ７ が 、 警 戒 レ ベ ル に 応 じ た 威 嚇 方 法 を 決 定
し 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ で 威 嚇 手 段 ８ に よ り 威 嚇 す る 。 逆 に ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ に お い て 、 ユ ー ザ
が 威 嚇 を 指 示 し な い 場 合 は ス テ ッ プ Ｓ ２ １ の 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 ４ に よ る 警 戒 レ ベ ル の 判
定 処 理 に 戻 る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 以 下 で は 、 威 嚇 機 能 付 き 監 視 装 置 シ ス テ ム の 各 構 成 に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 ４ の ブ ロ ッ ク 構 成 図 を 図 ３ に 示 す 。 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 ４ は 、 セ ン
サ ３ か ら の セ ン サ 信 号 を 入 力 と し て 異 常 を 検 出 す る 異 常 検 出 部 ３ １ と 、 異 常 検 出 部 ３ １ か
ら の 信 号 を 基 に 、 カ メ ラ ５ を 起 動 し て 撮 影 す る 撮 影 指 令 を 出 力 す る カ メ ラ 撮 影 指 令 部 ３ ２
と 、 警 戒 レ ベ ル を 判 定 す る た め の 警 戒 レ ベ ル 判 定 デ ー タ ３ ３ と 、 異 常 検 出 部 ３ １ で 検 出 し
た セ ン サ ３ の 異 常 信 号 お よ び 警 戒 レ ベ ル 判 定 デ ー タ ３ ３ と に 基 づ い て 、 監 視 対 象 の 警 戒 レ
ベ ル を 判 定 す る 警 戒 レ ベ ル 判 定 部 ３ ４ と を 備 え る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 警 戒 レ ベ ル 判 定 デ ー タ ３ ３ は 、 例 え ば 、 図 ４ に 示 す よ う に セ ン サ 信 号 と 警 戒 レ ベ ル の 組
を 有 す る 。 警 戒 レ ベ ル は 段 階 的 に な っ て お り 、 数 字 が 上 昇 す る と 監 視 対 象 に お け る 警 戒 す
べ き 度 合 い が 上 が る よ う に 定 義 す る こ と が で き る 。 例 え ば 、 図 ４ の 例 で は 、 セ ン サ と し て
炎 セ ン サ ， 衝 撃 セ ン サ お よ び 人 感 セ ン サ の ３ 種 類 で 定 義 し て い る 。 各 々 の セ ン サ か ら の 検
出 結 果 に 応 じ て 、 警 戒 レ ベ ル を 設 定 し て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 こ の 警 戒 レ ベ ル 判 定 部 ３ ４ の 動 作 は 、 各 セ ン サ ３ か ら の 入 力 に 対 し て 、 警 戒 レ ベ ル 判 定
デ ー タ ３ ３ を 参 照 し て 、 警 戒 レ ベ ル を 判 定 し て い る 。 図 ５ の 例 で は 、 炎 セ ン サ お よ び 人 感
セ ン サ が 反 応 し 、 衝 撃 セ ン サ が 反 応 し て い な い 場 合 に は 、 警 戒 レ ベ ル 判 定 デ ー タ を 参 照 し
て 、 警 戒 レ ベ ル ３ を 出 力 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ま た 、 警 戒 レ ベ ル の 判 定 は 、 一 定 周 期 ま た は セ ン サ 信 号 に 変 化 が あ っ た 場 合 に お こ な わ
れ る 。 例 え ば 、 上 記 の 例 で は 、 炎 セ ン サ お よ び 人 感 セ ン サ が 反 応 し て い る 警 戒 レ ベ ル ３ か
ら 、 炎 セ ン サ が 反 応 し な く な っ た ら 警 戒 レ ベ ル １ に 変 化 し 、 さ ら に 人 感 セ ン サ も 反 応 し な
く な っ た ら 警 戒 レ ベ ル ０ に 変 化 す る 。 こ れ に よ り 、 監 視 対 象 の 状 況 を 的 確 に 反 映 さ せ る こ
と が で き 、 適 切 に 威 嚇 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 さ ら に 、 カ メ ラ 撮 影 指 令 部 ３ ２ は 、 異 常 検 出 部 ３ １ か ら の 信 号 で は な く て 、 警 戒 レ ベ ル
判 定 部 ３ ４ で 得 ら れ た 警 戒 レ ベ ル に 基 づ い て 、 カ メ ラ ５ の 起 動 す る タ イ ミ ン グ を 変 更 さ せ
て も 良 い 。 例 え ば 、 警 戒 レ ベ ル が 上 が る に 連 れ て 、 カ メ ラ ５ の 撮 影 間 隔 を 短 く す る こ と も
考 え ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 次 に 、 ユ ー ザ 端 末 ２ の コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ ， 表 示 手 段 １ ０ お よ び 威 嚇 信 号 発 信 手 段
１ １ に つ い て 説 明 す る 。 図 ６ に 、 ユ ー ザ 端 末 ２ で の 表 示 画 面 ６ １ の 例 を 示 す 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ユ ー ザ 端 末 ２ の コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ は 、 表 示 手 段 １ ０ で あ る ユ ー ザ 端 末 ２ の 画 面
６ １ に 、 監 視 装 置 １ の カ メ ラ ５ が 撮 像 し た カ メ ラ 画 像 ６ ２ を 表 示 す る と 共 に 、 ユ ー ザ が 威
嚇 す る か ど う か 確 認 す る た め の ボ タ ン ６ ３ ， ６ ４ も 表 示 す る 。 威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ は 、
ユ ー ザ か ら の 威 嚇 実 行 指 令 を 受 け 付 け る 。 す な わ ち 、 ユ ー ザ は 、 ユ ー ザ 端 末 ２ の カ メ ラ 画
像 を 確 認 し て 、 威 嚇 を 指 示 す る 場 合 は 、 Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン ６ ３ を 押 し 、 威 嚇 を 指 示 し な い 場 合
は Ｎ Ｏ ボ タ ン ６ ４ を 押 す 。 コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ は 、 威 嚇 指 示 の ボ タ ン ６ ３ ， ６ ４ が 押
さ れ た か ど う か を 確 認 し て 、 ユ ー ザ の 威 嚇 指 令 を 監 視 装 置 １ の 送 受 信 部 ６ に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ こ で は 、 監 視 装 置 １ の 威 嚇 方 法 判 定 手 段 ７ に つ い て 説 明 す る 。 図 ７ に 、 威 嚇 方 法 判 定
手 段 ７ の 構 成 図 を 示 す 。 威 嚇 方 法 判 定 手 段 ７ は 、 威 嚇 方 法 判 定 部 ７ １ と 威 嚇 方 法 判 定 デ ー
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タ ７ ２ と を 備 え る 。 威 嚇 方 法 判 定 部 ７ １ は 、 送 受 信 部 ６ に よ り 送 ら れ て き た ユ ー ザ の 威 嚇
指 令 お よ び 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 ４ で 判 定 さ れ た 警 戒 レ ベ ル を 入 力 と し て 、 威 嚇 方 法 判 定 デ
ー タ ７ ２ を 参 照 し て 、 威 嚇 方 法 を 決 定 し て 出 力 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 威 嚇 方 法 判 定 デ ー タ ７ ２ は 、 例 え ば 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 警 戒 レ ベ ル と 威 嚇 方 法 の 組 を
有 し 、 警 戒 レ ベ ル に 応 じ て 、 威 嚇 手 段 ８ に よ る 威 嚇 方 法 が 定 義 さ れ て い る 。 図 ８ の 例 で は
、 威 嚇 手 段 ８ と し て 、 ラ イ ト お よ び ブ ザ ー を 用 い て い る 。 例 え ば 、 警 戒 レ ベ ル ０ で は 、 ラ
イ ト お よ び ブ ザ ー の ど ち ら で も 威 嚇 を せ ず 、 警 戒 レ ベ ル １ で は ラ イ ト の み の 点 灯 、 警 戒 レ
ベ ル ２ で は ラ イ ト の 点 灯 お よ び 小 音 量 に よ る ブ ザ ー 、 警 戒 レ ベ ル ３ で は ラ イ ト の 点 滅 お よ
び 小 音 量 に よ る ブ ザ ー 、 そ し て 警 戒 レ ベ ル ４ で は ラ イ ト の 点 滅 お よ び 大 音 量 に よ る ブ ザ ー
で の 威 嚇 方 法 を 定 義 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 威 嚇 手 段 ８ は 、 光 ， 音 や 映 像 に よ る 威 嚇 が 考 え ら れ る 。 例 え ば 、 光 に よ る 威 嚇 と し て は
、 ラ イ ト の 点 灯 や 点 滅 ， サ ー チ ラ イ ト ， 赤 色 灯 等 が 上 げ ら れ る 。 ま た 、 音 に よ る 威 嚇 と し
て は 、 ブ ザ ー ， カ メ ラ の シ ャ ッ タ ー 音 や 音 声 メ ッ セ ー ジ な ど が 上 げ ら れ る 。 映 像 に よ る 威
嚇 と し て は 、 犯 罪 者 に 対 し て 監 視 さ れ て い る こ と を 意 識 さ せ る た め に 、 犯 罪 者 を 含 む 画 像
を 表 示 す る こ と も 効 果 的 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 こ の よ う に 、 威 嚇 方 法 判 定 手 段 ７ は 、 警 戒 レ ベ ル に 応 じ た 威 嚇 方 法 を 決 定 す る こ と に よ
り 、 ユ ー ザ か ら の 威 嚇 指 令 に 基 づ き 、 監 視 対 象 の 状 況 に 応 じ て 異 な る 威 嚇 方 法 で 威 嚇 す る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 さ ら に 、 警 戒 レ ベ ル ０ に お い て 、 威 嚇 し な い と 定 義 す る こ と に よ り 、 威 嚇 す べ き 状 況 で
な い 場 合 は 威 嚇 し な い よ う に す る こ と が で き る 。 こ れ に よ り 、 子 供 の 悪 戯 や 痴 呆 老 人 に よ
る ユ ー ザ 端 末 の 操 作 や ユ ー ザ 端 末 を 拾 っ た 第 三 者 に よ る ユ ー ザ 端 末 の 操 作 に 対 し て 、 不 必
要 な 威 嚇 操 作 を 抑 止 す る こ と が で き る と い う 効 果 が あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 の ユ ー ザ 端 末 ２ に お い て 、 警 備 員 派 遣 の 指 示 を 出 力 す る 警 備 員 派 遣 依 頼
手 段 ９ ３ を 備 え る こ と で 、 警 備 員 派 遣 機 能 付 き の 監 視 シ ス テ ム を 実 現 す る こ と が で き る 。
こ の 警 備 員 派 遣 機 能 付 き の 監 視 シ ス テ ム の ブ ロ ッ ク 構 成 図 を 図 ９ に 示 す 。 こ の 監 視 シ ス テ
ム は 、 監 視 装 置 １ ， ユ ー ザ 端 末 ２ お よ び 警 備 会 社 ９ １ を 含 む 。 図 １ の 監 視 シ ス テ ム と の 違
い は 、 ユ ー ザ 端 末 ２ に お い て 、 警 備 員 派 遣 の 指 示 を 依 頼 す る 警 備 員 派 遣 依 頼 手 段 ９ ３ を 備
え た こ と お よ び 警 備 会 社 ９ １ に お い て 、 警 備 員 派 遣 依 頼 手 段 ９ ３ か ら の 警 備 員 派 遣 指 示 出
力 を 受 信 す る 警 備 員 派 遣 受 付 手 段 ９ ２ を 備 え た こ と で あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 警 備 員 派 遣 機 能 付 き の 監 視 シ ス テ ム の デ ー タ フ ロ ー を 図 １ ０ に 示 す 。 図 １ ０ の ス テ ッ プ
Ｓ １ ０ １ か ら ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ６ ま で は 、 図 ２ の デ ー タ フ ロ ー と 同 様 で あ る 。 図 ２ の デ ー タ
フ ロ ー と の 違 い は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ７ か ら ス テ ッ プ Ｓ １ １ １ ま で で あ り 、 以 下 で は 、 こ の
部 分 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ７ で は 、 警 備 員 派 遣 依 頼 手 段 ９ ３ が 、 ユ ー ザ か ら の 警 備 員 派 遣 の 指 示 が
あ る か ど う か を 調 べ る 。 例 え ば 、 図 １ １ に 示 す よ う な ユ ー ザ 端 末 ２ の 画 面 例 に お い て 、 警
備 員 派 遣 を 指 示 す る Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン １ １ １ ま た は 警 備 員 派 遣 を 指 示 し な い Ｎ Ｏ ボ タ ン １ １ ２
の ど ち ら が 押 さ れ た か を 調 べ る 。 Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン １ １ １ が 押 さ れ た 場 合 は 、 ス テ ッ プ Ｓ 108
で 、 ユ ー ザ 端 末 ２ の コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ か ら 警 備 員 派 遣 依 頼 を 出 力 す る 。 な お 、 威 嚇
実 行 の 指 示 ま た は 不 指 示 （ Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン ６ ３ ま た は Ｎ Ｏ ボ タ ン ６ ４ の 操 作 ） と 、 警 備 員 派
遣 の 指 示 ま た は 不 指 示 （ Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン １ １ １ ま た は Ｎ Ｏ ボ タ ン １ １ ２ の 操 作 ） と は 、 独 立
に 実 行 で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 警 備 会 社 ９ １ で は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ９ に お い て 、 警 備 員 派 遣 の 依 頼 を 警 備 員 派 遣 受 付 手
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段 ９ ２ が 受 け 付 け て 、 ス テ ッ プ Ｓ １ １ ０ で 警 備 員 を 派 遣 す る 。 そ し て 、 ス テ ッ プ Ｓ １ １ １
で は 、 警 備 員 に よ る 監 視 装 置 の 警 備 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 こ の よ う に 、 本 実 施 例 の 監 視 シ ス テ ム で は 、 威 嚇 機 能 お よ び 警 備 員 派 遣 機 能 を 備 え て 、
ユ ー ザ が 上 記 の ２ つ の 機 能 を 選 択 で き る よ う に す る こ と で 、 わ ざ わ ざ 警 備 員 を 派 遣 し な く
て も 威 嚇 す る こ と が で き る 。 ま た 、 警 備 員 を 派 遣 さ せ る ま で に 効 果 的 な 威 嚇 を 行 う こ と が
で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 さ ら に 、 監 視 セ ン タ を 活 用 す る こ と で 、 ユ ー ザ 端 末 に 電 波 等 が 届 か な い 場 合 な ど に も 、
監 視 セ ン タ の 監 視 員 が ユ ー ザ の 代 わ り に 威 嚇 指 示 や 警 備 員 派 遣 指 示 を お こ な う こ と が で き
る よ う に す る こ と も 可 能 で あ る 。 こ の 場 合 の ブ ロ ッ ク 構 成 図 を 図 １ ２ に 示 す 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 本 実 施 例 は 、 監 視 装 置 １ ， ユ ー ザ 端 末 ２ ， 警 備 会 社 ９ １ お よ び 監 視 セ ン タ １ ２ １ を 含 む
。 こ の う ち 、 ユ ー ザ 端 末 ２ お よ び 警 備 会 社 ９ １ は 、 図 ９ と 同 様 に 実 現 で き る 。 ま た 、 監 視
セ ン タ １ ２ １ の 構 成 は 、 ユ ー ザ 端 末 ２ の 構 成 と 同 じ で 、 コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ ， 表 示 手
段 １ ０ ， 威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ お よ び 警 備 員 派 遣 依 頼 手 段 ９ ３ を 備 え る 。 図 ９ と の 違 い は
、 監 視 装 置 １ に お い て 、 ユ ー ザ 端 末 ２ か ら の ユ ー ザ 応 答 が あ る か ど う か を 確 認 す る ユ ー ザ
応 答 確 認 手 段 １ ２ ２ と ユ ー ザ 応 答 確 認 手 段 １ ２ ２ か ら の 結 果 に 基 づ き 、 カ メ ラ 画 像 の 送 信
先 を ユ ー ザ 端 末 ２ か ら 監 視 セ ン タ １ ２ １ に 変 更 す る 送 信 先 変 更 手 段 １ ２ ３ が 追 加 さ れ る 点
が 異 な る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 監 視 セ ン タ を 活 用 し た 監 視 シ ス テ ム の デ ー タ フ ロ ー を 図 １ ３ に 示 す 。 図 １ ３ の ス テ ッ プ
Ｓ １ ３ １ か ら ス テ ッ プ Ｓ １ ４ １ ま で は 、 図 １ ０ の デ ー タ フ ロ ー と 同 様 で あ る 。 図 １ ０ の デ
ー タ フ ロ ー と の 違 い は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ２ か ら ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ６ ま で で あ り 、 以 下 で は 、
こ の 部 分 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ２ で は 、 ユ ー ザ 応 答 確 認 手 段 １ ２ ２ が ユ ー ザ か ら の 応 答 が あ る か ど う か
を 確 認 す る 。 ユ ー ザ か ら の 応 答 の 判 断 方 法 と し て は 、 一 定 時 間 経 過 後 に ユ ー ザ か ら の ボ タ
ン 操 作 が 無 い 場 合 に は 、 ユ ー ザ か ら の 応 答 が 無 い と 判 断 す れ ば よ い 。 次 に 、 ユ ー ザ か ら の
応 答 が 無 い 場 合 は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ３ に お い て 、 送 信 先 変 更 手 段 １ ２ ３ が カ メ ラ 画 像 の 送
信 先 を ユ ー ザ 端 末 ２ か ら 監 視 セ ン タ １ ２ １ に 変 更 す る 。 こ れ に よ り 、 カ メ ラ 画 像 は 、 監 視
セ ン タ １ ２ １ に 送 信 さ れ る 。 監 視 セ ン タ で は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ４ で 、 受 信 し た カ メ ラ 画 像
を 表 示 し て 、 監 視 セ ン タ に 常 駐 し て い る 監 視 員 が 監 視 対 象 の 状 況 を 判 断 す る （ ス テ ッ プ
Ｓ １ ４ ５ ） 。 判 断 の 結 果 、 威 嚇 を 指 示 す る 場 合 は 、 威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ に よ り 、 ス テ ッ
プ Ｓ １ ３ ５ に 進 み 、 逆 に 威 嚇 を し な い 場 合 は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ３ １ へ と 進 む 。 ま た 、 警 備 員
の 派 遣 が 必 要 と 判 断 し た 場 合 は 、 警 備 員 派 遣 依 頼 手 段 ９ ３ に よ り 警 備 会 社 ９ １ に 警 備 員 の
派 遣 の 指 示 を 出 力 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 本 実 施 例 の よ う に 、 監 視 セ ン タ を 活 用 す る こ と で 、 ユ ー ザ 端 末 に 電 波 等 が 届 か な い 場 合
な ど に も 、 監 視 セ ン タ の 監 視 員 が ユ ー ザ の 代 わ り に 威 嚇 を 指 示 し た り 警 備 員 派 遣 を 指 示 し
た り す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 の ユ ー ザ 端 末 は 、 携 帯 電 話 や Ｐ Ｄ Ａ 等 の モ バ イ ル 機 器 等 で あ り 、 監 視 装
置 と の 距 離 が 常 に 変 化 す る こ と が 考 え ら れ る 。 そ こ で 、 ユ ー ザ 端 末 ２ に 位 置 把 握 手 段 を 設
け る こ と で 、 監 視 装 置 １ と ユ ー ザ 端 末 ２ と の 距 離 お よ び 監 視 装 置 １ と 警 備 会 社 ９ １ と の 距
離 を 算 出 し て 、 こ れ ら の 距 離 を ユ ー ザ 端 末 ２ に 表 示 す る こ と に よ り 、 ユ ー ザ 自 身 が 監 視 装
置 １ に 近 い 場 合 に は ユ ー ザ 自 身 に よ る 現 場 確 認 や 、 遠 い 場 合 に は 警 備 会 社 に 依 頼 す る な ど
、 距 離 に 応 じ て 警 備 員 の 派 遣 を 変 更 す る こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 な お 、 本 実 施 例 で は 、 セ ン サ の 種 類 と し て 、 炎 セ ン サ ， 衝 撃 セ ン サ お よ び 人 感 セ ン サ の
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場 合 を 例 示 し た が 、 監 視 対 象 の 用 途 に 応 じ て 、 温 度 ， 湿 度 ， ド ア 開 閉 な ど 様 々 な セ ン サ を
活 用 し て も 良 い 。 例 え ば 、 駐 車 場 の 遠 隔 監 視 シ ス テ ム で は 、 セ ン サ と し て 、 人 感 セ ン サ ，
衝 撃 セ ン サ ， ド ア 開 閉 セ ン サ ， イ モ ビ ラ イ ザ 等 の 使 用 が 考 え ら れ る 。 ま た 、 放 火 予 防 の 遠
隔 監 視 シ ス テ ム で は 、 セ ン サ と し て 、 人 感 セ ン サ ， 炎 セ ン サ ， 熱 感 知 セ ン サ ， 煙 感 知 セ ン
サ ， 温 度 セ ン サ 等 の 使 用 が 考 え ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 図 １ ４ は 、 本 発 明 の 他 の 実 施 例 で あ る 監 視 シ ス テ ム の 動 作 を 示 す デ ー タ フ ロ ー で あ る 。
図 ２ の 実 施 例 に お け る 威 嚇 実 行 の 指 示 機 能 に 代 え て 、 威 嚇 方 法 変 更 機 能 が 付 加 さ れ て い る
。 ま た 、 ブ ロ ッ ク 構 成 図 は 図 １ と 同 様 で あ り 、 ユ ー ザ 端 末 ２ の コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ 及
び 威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ が 威 嚇 方 法 変 更 機 能 を 有 す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 図 １ ４ に お い て 、 ま ず ス テ ッ プ Ｓ ２ １ で 、 各 セ ン サ ３ か ら の セ ン サ 信 号 に 基 づ い て 、 警
戒 レ ベ ル 判 定 手 段 ４ が 監 視 対 象 の 警 戒 レ ベ ル を 判 定 す る 。 判 定 さ れ た 警 戒 レ ベ ル に 応 じ て
、 次 の ス テ ッ プ Ｓ ２ ５ で は 、 監 視 装 置 １ の 威 嚇 方 法 判 定 手 段 ７ が 、 警 戒 レ ベ ル に 応 じ た 威
嚇 方 法 を 決 定 し 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ６ で 威 嚇 手 段 ８ に よ り 威 嚇 を 行 う 。 こ れ と 並 行 し て 、 ス テ
ッ プ Ｓ ２ ２ で は 、 カ メ ラ ５ が 監 視 対 象 の 画 像 を 撮 像 し て 、 送 受 信 部 ６ に よ り 、 ユ ー ザ 端 末
２ に カ メ ラ ５ の 画 像 を 送 信 す る 。 そ し て 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ３ で は 、 ユ ー ザ 端 末 ２ の コ ン ト ロ
ー ル ユ ニ ッ ト ９ が カ メ ラ 画 像 を 受 信 し 、 表 示 手 段 １ ０ に 表 示 指 令 を 出 す こ と で 、 ユ ー ザ 端
末 ２ の 画 面 に カ メ ラ 画 像 を 表 示 す る 。 ス テ ッ プ Ｓ ２ ４ で は 、 コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ は 、
威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ か ら 、 ユ ー ザ が 威 嚇 レ ベ ル （ 威 嚇 の 強 弱 ） を 変 更 す る か ど う か の 信
号 を 受 け 付 け 、 そ の 変 更 指 示 に よ り 、 威 嚇 方 法 を 変 更 す る 。 も し 、 ユ ー ザ が 現 在 の 威 嚇 よ
り も 強 い 威 嚇 を 指 示 す る 場 合 は 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ １ に お い て 現 在 の 警 戒 レ ベ ル よ り も 大 き い
警 戒 レ ベ ル に 変 更 し て 、 現 在 よ り も 強 い 威 嚇 方 法 に 変 更 す る 。 逆 に 、 ユ ー ザ が 現 在 の 威 嚇
よ り も 弱 い 威 嚇 を 指 示 す る 場 合 は 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ １ に お い て 現 在 の 警 戒 レ ベ ル よ り も 小 さ
い 警 戒 レ ベ ル に 変 更 し て 、 現 在 よ り も 弱 い 威 嚇 方 法 に 変 更 す る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 図 １ ５ は 、 図 １ ４ の 実 施 例 に お け る ユ ー ザ 端 末 ２ の 表 示 画 面 例 を 示 す 。 こ の 表 示 画 面 に
お い て は 、 図 ６ の 表 示 画 面 に お け る 威 嚇 実 行 Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン ６ ３ お よ び Ｎ Ｏ ボ タ ン ６ ４ に 代
え て 、 威 嚇 レ ベ ル ゲ ー ジ ６ ５ と 威 嚇 レ ベ ル 変 更 ボ タ ン ６ ６ ， ６ ７ が 付 加 さ れ て い る 。 現 在
の 威 嚇 レ ベ ル は 、 威 嚇 レ ベ ル ゲ ー ジ ６ ５ に 表 示 さ れ る 。 ユ ー ザ は 、 威 嚇 レ ベ ル 変 更 ボ タ ン
６ ７ を 押 し て 威 嚇 レ ベ ル ゲ ー ジ ６ ５ の 表 示 を 「 強 」 の 側 に す る こ と に よ り 、 現 在 よ り も 威
嚇 方 法 を 強 く す る こ と が で き る 。 逆 に 、 威 嚇 レ ベ ル 変 更 ボ タ ン ６ ６ を 押 し て 威 嚇 レ ベ ル ゲ
ー ジ ６ ５ の 表 示 を 「 弱 」 の 側 に す る こ と に よ り 、 現 在 よ り も 威 嚇 方 法 を 弱 く す る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 図 １ ４ お よ び 図 １ ５ に 示 し た 実 施 例 に よ れ ば 、 住 居 な ど へ の 侵 入 者 が 検 知 さ れ る と 、 ま
ず 監 視 装 置 側 で 威 嚇 方 法 を 判 定 し て 威 嚇 す る の で 、 迅 速 に 侵 入 者 を 威 嚇 す る こ と が で き る
。 す な わ ち 、 監 視 対 象 が 警 戒 す べ き 状 態 と な っ た と き 、 迅 速 に 威 嚇 す る こ と が で き る 。 さ
ら に 、 ユ ー ザ が 侵 入 者 の カ メ ラ 画 像 を 見 な が ら 威 嚇 レ ベ ル を 変 更 で き る の で 、 侵 入 者 の 行
為 が さ ら に 悪 質 に な る こ と を 未 然 に 防 ぐ こ と が で き る な ど 、 監 視 対 象 の 状 況 に 応 じ た 適 切
な 威 嚇 方 法 で 威 嚇 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 図 １ ６ は 、 本 発 明 の さ ら に 他 の 実 施 例 で あ る 監 視 シ ス テ ム の 動 作 を 示 す デ ー タ フ ロ ー で
あ る 。 図 １ ０ の 実 施 例 に お け る 威 嚇 実 行 の 指 示 機 能 に 代 え て 、 威 嚇 方 法 変 更 機 能 が 付 加 さ
れ て い る 。 ま た 、 ブ ロ ッ ク 構 成 図 は 図 ９ と 同 様 で あ り 、 ユ ー ザ 端 末 ２ の コ ン ト ロ ー ル ユ ニ
ッ ト ９ 及 び 威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ が 威 嚇 方 法 変 更 機 能 を 有 す る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 図 １ ６ に お い て 、 ま ず ス テ ッ プ Ｓ １ ０ １ で 、 各 セ ン サ ３ か ら の セ ン サ 信 号 に 基 づ い て 、
警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 ４ が 監 視 対 象 の 警 戒 レ ベ ル を 判 定 す る 。 判 定 さ れ た 警 戒 レ ベ ル に 応 じ
て 、 次 の ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ５ で は 、 監 視 装 置 １ の 威 嚇 方 法 判 定 手 段 ７ が 、 警 戒 レ ベ ル に 応 じ
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た 威 嚇 方 法 を 決 定 し 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ６ で 威 嚇 手 段 ８ に よ り 威 嚇 を 行 う 。 こ れ と 並 行 し て
、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ２ で は 、 カ メ ラ ５ が 監 視 対 象 の 画 像 を 撮 像 し て 、 送 受 信 部 ６ に よ り 、 ユ
ー ザ 端 末 ２ に カ メ ラ ５ の 画 像 を 送 信 す る 。 そ し て 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ３ で は 、 ユ ー ザ 端 末 ２
の コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ が カ メ ラ 画 像 を 受 信 し 、 表 示 手 段 １ ０ に 表 示 指 令 を 出 す こ と で
、 ユ ー ザ 端 末 ２ の 画 面 に カ メ ラ 画 像 を 表 示 す る 。 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ４ で は 、 コ ン ト ロ ー ル ユ
ニ ッ ト ９ は 、 威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ か ら 、 ユ ー ザ が 威 嚇 レ ベ ル （ 威 嚇 の 強 弱 ） を 変 更 す る
か ど う か の 信 号 を 受 け 付 け 、 そ の 変 更 指 示 に よ り 、 威 嚇 方 法 を 変 更 す る 。 も し 、 ユ ー ザ が
現 在 の 威 嚇 よ り も 強 い 威 嚇 を 指 示 す る 場 合 は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ １ に お い て 現 在 の 警 戒 レ ベ
ル よ り も 大 き い 警 戒 レ ベ ル に 変 更 し て 、 現 在 よ り も 強 い 威 嚇 方 法 に 変 更 す る 。 逆 に 、 ユ ー
ザ が 現 在 の 威 嚇 よ り も 弱 い 威 嚇 を 指 示 す る 場 合 は 、 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ １ に お い て 現 在 の 警 戒
レ ベ ル よ り も 小 さ い 警 戒 レ ベ ル に 変 更 し て 、 現 在 よ り も 弱 い 威 嚇 方 法 に 変 更 す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ス テ ッ プ Ｓ １ ０ ７ で は 、 警 備 員 派 遣 依 頼 手 段 ９ ３ が 、 ユ ー ザ か ら の 警 備 員 派 遣 の 指 示 が
あ る か ど う か を 調 べ る 。 例 え ば 、 後 述 す る 図 １ ７ に 示 す よ う な ユ ー ザ 端 末 ２ の 画 面 例 に お
い て 、 警 備 員 派 遣 を 指 示 す る Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン １ １ １ ま た は 警 備 員 派 遣 を 指 示 し な い Ｎ Ｏ ボ タ
ン １ １ ２ の ど ち ら が 押 さ れ た か を 調 べ る 。 Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン １ １ １ が 押 さ れ た 場 合 は 、 ス テ ッ
プ Ｓ １ ０ ８ で 、 ユ ー ザ 端 末 ２ の コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ か ら 警 備 員 派 遣 依 頼 を 出 力 す る 。
な お 、 威 嚇 レ ベ ル 変 更 の 指 示 （ レ ベ ル 変 更 ボ タ ン ６ ３ ま た は ６ ４ の 操 作 ） と 、 警 備 員 派 遣
の 指 示 ま た は 不 指 示 （ Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン １ １ １ ま た は Ｎ Ｏ ボ タ ン １ １ ２ の 操 作 ） と は 、 独 立 に
実 行 で き る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 図 １ ７ は 、 図 １ ６ の 実 施 例 に お け る ユ ー ザ 端 末 ２ の 表 示 画 面 例 を 示 す 。 こ の 表 示 画 面 に
お い て は 、 図 １ １ の 表 示 画 面 に お け る 威 嚇 実 行 Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン ６ ３ お よ び Ｎ Ｏ ボ タ ン ６ ４ に
代 え て 、 図 １ ５ と 同 様 の 威 嚇 レ ベ ル ゲ ー ジ ６ ５ と 威 嚇 レ ベ ル 変 更 ボ タ ン ６ ６ ， ６ ７ が 付 加
さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 図 １ ６ お よ び 図 １ ７ に 示 さ れ る 実 施 例 に よ っ て も 、 監 視 対 象 が 警 戒 す べ き 状 態 と な っ た
と き 、 迅 速 に 威 嚇 す る こ と が で き 、 さ ら に 、 監 視 対 象 の 状 況 に 応 じ た 適 切 な 威 嚇 方 法 で 威
嚇 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 な お 、 図 １ ２ お よ び 図 １ ３ で 示 さ れ る 実 施 例 に お い て も 同 様 に 、 威 嚇 実 行 の 指 示 機 能 に
代 え て 、 威 嚇 方 法 変 更 機 能 を 付 加 す る こ と が で き る 。 こ れ に よ り 、 ユ ー ザ 端 末 か ら の 応 答
が 無 い 場 合 、 監 視 セ ン タ か ら 威 嚇 レ ベ ル を 変 更 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 の デ ー タ フ ロ
ー は 、 図 １ ６ に 図 １ ３ の ス テ ッ プ Ｓ １ ４ ２ ～ １ ４ ６ を 追 加 し た も の と な る 。 ま た 、 ブ ロ ッ
ク 構 成 図 は 図 １ ２ と 同 様 で あ り 、 ユ ー ザ 端 末 ２ に お け る コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ 及 び 威 嚇
信 号 発 信 手 段 １ １ が 威 嚇 方 法 変 更 機 能 を 有 す る と と も に 、 監 視 セ ン タ １ ２ １ に お け る コ ン
ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト ９ 及 び 威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ も 威 嚇 方 法 変 更 機 能 を 有 す る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 上 記 図 １ ５ ， 図 １ ７ の ユ ー ザ 端 末 に お い て 、 威 嚇 レ ベ ル ゲ ー ジ の 表 示 が 最 弱 、 あ る い は
ゼ ロ レ ベ ル （ 図 示 せ ず ） の 場 合 に 、 威 嚇 を 停 止 す る よ う に し て も 良 い 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 上 記 各 実 施 例 に お い て は 、 撮 像 手 段 で あ る カ メ ラ に 代 え て 、 電 子 メ ー ル な ど に よ り 警 報
を 発 信 す る 警 報 発 信 装 置 を 用 い て も 良 い 。 す な わ ち 、 警 報 発 信 装 置 は 、 セ ン サ 入 力 に 応 じ
、 ユ ー ザ 端 末 へ 、 警 報 を 送 信 す る 。 ユ ー ザ 端 末 は 、 警 報 を 受 信 す る と 、 表 示 装 置 に 警 報 メ
ッ セ ー ジ 、 例 え ば 「 侵 入 者 有 り 」 と い う メ ッ セ ー ジ を 表 示 し た り 、 音 や 光 に よ る 警 報 ア ラ
ー ム を 発 生 し た り す る 。 こ れ ら メ ッ セ ー ジ や 警 報 ア ラ ー ム に よ り 、 ユ ー ザ は ユ ー ザ 端 末 か
ら 威 嚇 の 実 行 や 威 嚇 レ ベ ル の 変 更 を 指 示 す る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 な お 、 上 記 の 実 施 例 に 限 ら ず 、 本 発 明 の 技 術 的 思 想 の 範 囲 内 に お い て 、 種 々 の 変 形 例 が
可 能 で あ る 。 例 え ば 、 ユ ー ザ 端 末 ２ 及 び 監 視 セ ン タ １ ２ １ に お け る コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト
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９ 及 び 威 嚇 信 号 発 信 手 段 １ １ が 、 威 嚇 実 行 を 指 示 す る 機 能 (威 嚇 実 行 Ｙ Ｅ Ｓ ， Ｎ Ｏ ボ タ ン )
と 威 嚇 方 法 変 更 機 能 （ 威 嚇 レ ベ ル ゲ ー ジ ６ ５ お よ び 威 嚇 レ ベ ル 変 更 ボ タ ン ６ ６ ， ６ ７ ） を
併 せ 持 っ て い て も 良 い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ５ ６ 】
【 図 １ 】 威 嚇 機 能 付 き 監 視 シ ス テ ム の ブ ロ ッ ク 構 成 図 。
【 図 ２ 】 威 嚇 機 能 付 き 監 視 シ ス テ ム の デ ー タ フ ロ ー 。
【 図 ３ 】 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 の ブ ロ ッ ク 構 成 図 。
【 図 ４ 】 警 戒 レ ベ ル 判 定 デ ー タ の テ ー ブ ル 構 成 図 。
【 図 ５ 】 警 戒 レ ベ ル 判 定 部 の 動 作 説 明 図 。
【 図 ６ 】 ユ ー ザ 端 末 の イ ン タ ー フ ェ ー ス 画 面 。
【 図 ７ 】 威 嚇 方 法 判 定 手 段 の ブ ロ ッ ク 構 成 図 。
【 図 ８ 】 威 嚇 方 法 判 定 デ ー タ の テ ー ブ ル 構 成 図 。
【 図 ９ 】 警 備 員 派 遣 を 伴 う 監 視 シ ス テ ム ブ ロ ッ ク 構 成 図 。
【 図 １ ０ 】 警 備 員 派 遣 を 伴 う 監 視 シ ス テ ム の デ ー タ フ ロ ー 。
【 図 １ １ 】 警 備 員 派 遣 を 伴 う 監 視 シ ス テ ム の ユ ー ザ 端 末 の イ ン タ ー フ ェ ー ス 画 面 。
【 図 １ ２ 】 監 視 セ ン タ を 活 用 し た 監 視 シ ス テ ム の ブ ロ ッ ク 構 成 図 。
【 図 １ ３ 】 監 視 セ ン タ を 活 用 し た 監 視 シ ス テ ム の デ ー タ フ ロ ー 。
【 図 １ ４ 】 本 発 明 の 他 の 実 施 例 で あ る 監 視 シ ス テ ム の 動 作 を 示 す デ ー タ フ ロ ー 。
【 図 １ ５ 】 図 １ ４ の 実 施 例 に お け る ユ ー ザ 端 末 ２ の 表 示 画 面 例 。
【 図 １ ６ 】 本 発 明 の さ ら に 他 の 実 施 例 で あ る 監 視 シ ス テ ム の 動 作 を 示 す デ ー タ フ ロ ー 。
【 図 １ ７ 】 図 １ ６ の 実 施 例 に お け る ユ ー ザ 端 末 ２ の 表 示 画 面 例 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 １ … 監 視 装 置 、 ２ … ユ ー ザ 端 末 、 ３ … セ ン サ 、 ４ … 警 戒 レ ベ ル 判 定 手 段 、 ５ … カ メ ラ 、
６ … 送 受 信 部 、 ７ … 威 嚇 方 法 判 定 手 段 、 ８ … 威 嚇 手 段 、 ９ … コ ン ト ロ ー ル ユ ニ ッ ト 、 １ ０
… 表 示 手 段 、 １ １ … 威 嚇 信 号 発 信 手 段 、 ３ １ … 異 常 検 出 部 、 ３ ２ … カ メ ラ 撮 影 指 令 部 、
３ ３ … 警 戒 レ ベ ル 判 定 デ ー タ 、 ３ ４ … 警 戒 レ ベ ル 判 定 部 、 ６ １ … 表 示 画 面 、 ６ ２ … カ メ ラ
画 像 、 ６ ３ … Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン 、 ６ ４ … Ｎ Ｏ ボ タ ン 、 ７ １ … 威 嚇 方 法 判 定 部 、 ７ ２ … 威 嚇 方 法
判 定 デ ー タ 、 ９ １ … 警 備 会 社 、 ９ ２ … 警 備 員 派 遣 受 付 手 段 、 ９ ３ … 警 備 員 派 遣 依 頼 手 段 、
１ １ １ … 警 備 員 派 遣 Ｙ Ｅ Ｓ ボ タ ン 、 １ １ ２ … 警 備 員 派 遣 Ｎ Ｏ ボ タ ン 、 １ ２ １ … 監 視 セ ン タ
、 １ ２ ２ … ユ ー ザ 応 答 確 認 手 段 、 １ ２ ３ … 送 信 先 変 更 手 段 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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